
 

令和５年度消防用設備等の設置・維持の 

あり方に関する検討部会（第１回） 

 

議 事 次 第 

 

日時：令和５年８月９日（水）13:30～15:30 

場所：経済産業省別館 ２階 238共用会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）木材利用の推進等に係る建築基準法令改正を踏まえた消防法令における対応 

（２）特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準の改正について 

（３）その他 

 

３ 閉会 

 

 配 付 資 料  

資料 1-1 耐火建築物における主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根又は階段）を部分的に木造化 

する場合の規定の整備（委員限り） 

資料 1-2 建築防火に関する規定に係る別棟みなし規定の創設（委員限り） 

資料 1-3 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準の改正について 

参考資料 1-1 消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会開催要綱 

参考資料 1-2 消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会委員名簿 

参考資料 1-3 建築基準法令改正（R4.6公布）の検討案について（委員限り） 

参考資料 1-4 参考条文 

参考資料 1-5 「令８区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて 

（通知)」（平成７年３月 31日付け消防予第 53号） 

参考資料 1-6 ｢消防用設備等の設置単位について(通知)」（昭和 50年３月５日付け消防安第 26号） 


